【書類⑤】


インターンシップに関する覚書

　鶴見大学（以下「甲」という）と□□社（以下「乙」という）は、インターンシップの実施に関して、下記の通り覚書を締結する。

記

１　実習条件等

（1） 実習内容は受入計画書の通りとする。

（2） 乙の指示に違反する行為があった場合は、直ちに実習を中止する。

（3） 甲は学生に対し、自己の安全に留意させるものとする。

（4） 実習中に事故が発生した場合、乙の故意・過失に基づくものでない限り、乙は免責されるものとする。

（5） 通勤途中の事故、災害については乙の責に帰さない。

２　遵守事項

　　　甲は派遣した学生に対し、次の事項を遵守させるものとする。

（1） インターンシップ実施期間中は乙の指示に従うこと。

（2） 乙の機密を遵守し、他に漏洩しないこと。

（3） 乙の名誉を毀損するような言動は行わないこと。

（4） 乙の営む事業を阻害するような言動は行わないこと。

３　損害賠償

　　　故意または過失により乙に損害を与えた場合には、甲が誠意を以ってこれを処理する。

４　個人情報保護

　　　インターンシップに関する個人情報は、機密を遵守し、実習関係以外に利用することはしないものとする。

５　協議

　　　この覚書に定めがない事項及びこの覚書に関して生じた疑義については、甲、乙協議して定めるものとする。

　　　この覚書の締結を証するため、本書二通を作成し、甲、乙捺印の上、それぞれ一通を所持する。
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